
市役所からのHOT LINE
　

国
で
は
、
９
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
活
用
し
た
消
費
活
性
化
策
と

し
て
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
を
行
う
予

定
で
す
。

■
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

で
２
万
円
の
チ
ャ
ー
ジ
ま
た
は
買
い
物
を

す
る
と
も
ら
え
る
、
１
⼈
当
た
り
上
限

５
千
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
ポ
イ
ン
ト

は
選
択
し
た
対
象
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

サ
ー
ビ
ス
に
対
応
す
る
店
で
使
え
、
市
内

で
も
１
０
０
以
上
の
店
で
使
用
可
能
で

す
。（
詳
細
は
、https://m

ynum
ber-

card.point.soum
u.go.jp/

）

■
カ
ー
ド
の
交
付　
申
請
後
、カ
ー
ド
の
交

付
ま
で
１
カ
月
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。カ
ー
ド

交
付
の
準
備
が
で
き
次
第
、
交
付
通
知
書

（
は
が
き
）を
送
付
し
ま
す
。　

■
申
し
込
み
方
法　
カ
ー
ド
を
使
用
し
、

マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
の
設
定
を
行
い
ま
す
。

７
月
か
ら
順
次
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申

し
込
み
を
行
い
、
９
月
か
ら
マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
を
取
得
、
使
用
で
き
ま
す
。
マ

イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約（
マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ

の
設
定
）
は
申
し
込
み
が
開
始
さ
れ
て
い

て
、
ス
マ
ホ
か
ら
行
え
る
ほ
か
、
市
役
所

お
よ
び
各
総
合
支
所
で
も
設
定
支
援
を

し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
▼
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
て

お
得
に
買
い
物
し
ま
せ
ん
か

（
☎
・
０
１
２
０・９
５・０
１
７
８
）ダ
イ

ヤ
ル
後
、
５
番
を
選
択
▼
企
画
財
政
課
秘

書
政
策
係（
☎
・
内
線
１
２
１
３
）

　

県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
で
は
、
県

民
参
加
の
も
と
男
女
が
尊
重
し
合
い
、
共

に
参
画
す
る
社
会
の
実
現
を
目
的
に
、

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
を
開
き
ま
す
。

■
申
込
期
限　
５
月
25
日
㈪

■
申
し
込
み
先　
地
域
振
興
課
生
涯
学
習

係（
☎
・
内
線
１
１
４
４
）

い
わ
て
男
女
共
同
参
画
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

▼
日
時　
６
月
2０
日
㈯
午
前
1０
時
か
ら
午
後

３
時
半
ま
で

▼
場
所　
ア
イ
ー
ナ

▼
内
容　
特
定
非
営
利
活
動
法
⼈
東
京
レ
イ

ン
ボ
―
プ
ラ
イ
ド
・
共
同
代
表
理
事
杉
山
文

野
さ
ん
に
よ
る
講
演
な
ど

い
わ
て
男
女
共
同
参
画
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座

▼
期
間　
６
月
2０
日
㈯
か
ら
11
月
中
旬
ま

で
の
全
５
回
12
講
座

▼
内
容　

男
女
共
同
参
画
の
基
礎
知
識
、

息
子
介
護
や
育
児
、Ｄ
V
防
止
、復
興
・
防

災
な
ど

▼
受
講
料　
無
料（
た
だ
し
、資
料
代
実
費

１
５
０
０
円
が
か
か
り
ま
す
。）

い
わ
て
男
女
共
同
参
画
の

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す

製
造
事
業
所
を
対
象
に

工
業
統
計
調
査
を
実
施

コ
ミ
バ
ス
利
用
料
を

減
免
し
て
い
ま
す

　

市
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
⼈

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
利
用
料
を
半
額
に

減
免
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
者　
❶
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
❷
知
的
障
害
者
療
育
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
❸
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
❹
児

童
福
祉
法
に
規
定
す
る
諸
施
設
に
よ
り
養

護
等
を
受
け
て
い
る
❺
常
時
介
護
ま
た
は

養
護
な
ど
を
要
す
る
❶
か
ら
❹
ま
で
に
掲

げ
る
⼈
の
介
護
ま
た
は
養
護
を
行
う
❻
運

転
経
歴
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る

（
最
初
の
交
付
日
か
ら
１
年
間
に
限
る
。）

※
運
転
免
許
証
の
返
納
時
に
証
明
書
の
交

付
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
地
域
振
興
課
地
域
振

興
係（
☎
・
内
線
１
１
４
６
）

　
２
０
２
０
年
工
業
統
計
調
査
は
、
従
業

員
４
⼈
以
上
の
全
て
の
製
造
事
業
所
を
対

象
に
、
令
和
２
年
６
月
１
日
時
点
で
行
い

ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、国
の
工
業
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、統
計
法

に
基
づ
く
報
告
義
務
が
あ
る
重
要
な
統

計
調
査
で
す
。

　
調
査
の
結
果
は
、
中
小
企
業
施
策
や
地

域
振
興
な
ど
の
基
礎
資
料
と
な
る
ほ
か
、

民
間
企
業
や
大
学
な
ど
国
民
生
活
の
幅
広

い
分
野
で
活
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
調
査
に

協
力
し
て
く
だ
さ
い
。

■
調
査
期
日　
６
月
１
日

■
調
査
周
期　
毎
年

■
問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課
情
報
統
計
係

（
☎
・
内
線
１
２
４
１
）

中
小
企
業
者
に
利
子
補
給
と

保
証
料
補
給
を
実
施
し
ま
す

　

市
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
の
影
響
を
受
け
た
中
小
企
業
者
が
、

経
営
安
定
化
を
図
る
た
め
、
指
定
す
る
金

融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
た
場
合
に
、
利

子
補
給
お
よ
び
保
証
料
補
給
を
行
い
ま
す
。

■
補
給
対
象
者
　
次
の
❶
か
ら
❸
全
て

の
条
件
を
満
た
す
者
❶
中
小
企
業
基
本
法

第
２
条
な
ど
に
定
め
る
会
社
お
よ
び
個
⼈

で
、
市
内
に
お
い
て
引
き
続
き
１
年
以
上

同
⼀
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
❷
納
期
の
到

来
し
た
市
税
を
完
納
し
て
い
る
❸
中
小
企

業
信
用
保
険
法
第
２
条
第
５
項
第
４
号
も

し
く
は
第
５
号
ま
た
は
第
６
項
の
認
定
を

受
け
て
い
る

■
補
給
対
象
融
資
　
令
和
２
年
３
月
１
日

か
ら
３
年
１
月
３1
日
ま
で
に
、
次
に
記
載

す
る
実
施
機
関
の
指
定
金
融
機
関
か
ら
受

け
た
融
資

■
実
施
機
関（
金
融
機
関
）・
融
資

▼
㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫（
金
融
機
関
：

㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫
）

❶
衛
生
環
境
激
変
特
別
貸
付
❷
経
営
環

境
変
化
対
応
資
金
❸
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
特
別
貸
付
❹
小
規
模
事
業

者
経
営
改
善
資
金
特
例
措
置

▼
岩
手
県（
金
融
機
関
：
㈱
岩
手
銀
行
、

㈱
北
日
本
銀
行
、
盛
岡
信
用
金
庫
）

県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

■
問
い
合
わ
せ
先　
同
セ
ン
タ
ー（
☎
・

０
１
９・６
０
６・１
７
６
１
）

　

7
月
5
日
㈰
に
開
催
を
予
定
し
て
い

た
第
29
回
岩
手
山
焼
走
り
マ
ラ
ソ
ン
全

国
大
会
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、中
止
し

ま
す
。

　
申
し
込
み
済
み
の
参
加
料
は
、準
備
が

整
い
次
第
、個
別
に
案
内
を
し
て
返
金
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
地
域
振
興
課
ス

ポ
ー
ツ
推
進
係（
☎
・
内
線
１
１
５
２
）

　

市
は
、
生
涯
学
習
⼈
材
バ
ン
ク
の
登
録

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

生
涯
学
習
⼈
材
バ
ン
ク
と
は
、
多
種

多
様
な
知
識
や
技
能
を
持
っ
た
⼈
の
情

報
を
登
録
・
公
開
し
、
地
域
や
団
体
の

生
涯
学
習
活
動
の
講
師
・
指
導
者
と
し

て
活
躍
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

■
登
録
方
法　
生
涯
学
習
⼈
材
バ
ン
ク

登
録
申
請
書
を
地
域
振
興
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

本
庁
地
域
振
興
課
・
各
支
所
地
域
振
興

係
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
か
ら

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

■
登
録
情
報
の
公
開　

登
録
情
報
を
取

り
ま
と
め
た
後
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

公
開
す
る
ほ
か
、
本
庁
地
域
振
興
課
・

各
支
所
地
域
振
興
係
、
各
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク

登
録
者
を
募
集
し
ま
す

　
市
は
、
⼈
材
・
青
少
年
の
育
成
に
係
る
研

修
、
交
流
事
業
に
対
す
る
経
費
の
⼀
部
を
予

算
の
範
囲
内
で
補
助
し
て
い
ま
す
。

■
申
込
期
限　
事
業
実
施
の
1
カ
月
前

■
問
い
合
わ
せ
先　
地
域
振
興
課
生
涯
学

習
係（
☎
・
内
線
１
１
４
２
）

❶
研
修
会
等
開
催
事
業

　
各
種
団
体
が
、
そ
の
分
野
の
⼈
材
を
育
成

す
る
た
め
に
研
修
会
や
講
演
会
な
ど
を
開
催

（
参
加
者
か
ら
の
会
費
な
ど
に
よ
る
収
益
を

差
し
引
い
た
経
費
の
う
ち
、
２
分
の
１
に
相

当
す
る
額
以
内
で
5０
万
円
を
上
限
）

❷
国
内
外
研
修
事
業

　
個
⼈
が
、
市
内
の
団
体
や
国
、
県
な
ど
の

主
催
す
る
研
修
会（

国
外
を
含
む）

に
参
加

（
個
⼈
が
支
払
う
経
費
で
直
接
研
修
に
要
す

る
費
用
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
以
内
で

1０
万
円
を
上
限
）

❸
青
少
年
派
遣
研
修
事
業

　
2０
歳
未
満
の
青
少
年
を
市
長
が
認
め
る
研

修
に
派
遣（
派
遣
さ
れ
る
青
少
年
が
負
担
す

る
経
費
の
う
ち
、
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額

以
内
で
１
⼈
に
つ
き
25
万
円
を
上
限
）

❹
国
際
交
流
事
業

　
団
体
が
、国
際
親
善
、国
際
理
解
の
た
め
に

国
際
交
流
事
業
を
実
施（
事
業
実
施
団
体
に
支

援
金
と
し
て
5０
万
円
を
限
度
に
補
助
）

人
材
・
青
少
年
育
成
の
た
め

補
助
金
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

■
問
い
合
わ
せ
先　

地
域
振
興
課
生
涯

学
習
係（
☎
・
内
線
１
１
４
２
）

資
金

▼
八
幡
平
市（
金
融
機
関
：
県
の
金
融
機

関
と
同
じ
。
た
だ
し
市
内
の
支
店
の
み
）

八
幡
平
市
中
小
企
業
振
興
資
金

■
補
給
額　
補
給
対
象
融
資
を
受
け
た
場

合
に
事
業
者
が
負
担
し
た
利
子
お
よ
び
保

証
料
に
つ
い
て
市
が
全
額
補
給

■
補
給
期
間　
補
給
対
象
融
資
返
済
期
間

の
全
期
間

■
申
し
込
み　
融
資
実
行
日
か
ら
３０
日
以

内
に
申
請
書
と
添
付
書
類
を
市
商
工
観
光

課
に
提
出

▼
添
付
書
類　
❶
補
給
対
象
融
資
の
契
約

書
の
写
し
❷
償
還
予
定
額
が
確
認
で
き
る

も
の
❸
納
税
証
明
書
の
写
し

■
請
求　
利
子
お
よ
び
保
証
料
の
補
給
は

年
２
回（
４
月
か
ら
９
月
を
上
期
、
1０
月
か

ら
３
月
を
下
期
）。上
期
お
よ
び
下
期
末
日

か
ら
３０
日
以
内
に
請
求
書
と
添
付
書
類
を

市
商
工
観
光
課
に
提
出

▼
添
付
書
類　
各
金
融
機
関
が
発
行
す
る

支
払
証
明
書（
利
子
・
保
証
料
）

■
問
い
合
わ
せ
先　
商
工
観
光
課
商
工
労

政
係（
☎
・
内
線
１
３
１
８
）

焼
走
り
マ
ラ
ソ
ン
全
国
大
会

開
催
中
止
を
決
定
し
ま
し
た
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市
税
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て

健
康
な
暮
ら
し
を
す
る
た
め
の
貴
重
な
財

源
で
す
。
納
付
さ
れ
た
市
税
は
、
福
祉
や

教
育
、
道
路
整
備
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
公
共

サ
ー
ビ
ス
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

納
税
は
、
国
民
の
義
務
で
あ
り
、
納

期
限
内
の
自
主
納
付
が
原
則
で
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
が
確
認
で
き
な

い
⼈
に
対
し
て
、
市
が
委
託
し
て
い
る

「
市
税
等
納
付
案
内
セ
ン
タ
ー
」か
ら
電

話
に
よ
る
納
付
の
確
認
や
案
内
を
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
督
促
状
や
催
告
通
知

書
の
発
送
も
し
て
い
ま
す
。
こ
の
業
務

に
は
、
多
額
の
経
費
を
要
し
、
そ
の
経

費
は
市
税
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

市税は期限内に
納付しましょう

　
市
税
は
貴
重
な
財
源

　
納
期
限
内
の
自
主
納
付
が
原
則

　
納
税
に
は
口
座
振
替
が
便
利

　
窓
口
延
長
に
つ
い
て

　
毎
週
水
曜
日（
祝
日
を
除
く
）は
、
本
庁

で
午
後
５
時
15
分
か
ら
７
時
ま
で
窓
口
業

務
を
延
長
し
、
各
種
証
明
書
の
発
行
や
市

税
な
ど
の
収
納
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課
収
納
係

（
☎
・
内
線
１
１
２
８
）

　
市
税
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
の
な
い

口
座
振
替
が
お
勧
め
で
す
。
指
定
し
た
口

座
か
ら
各
納
期
の
末
日
に
自
動
で
振
替
納

付
さ
れ
ま
す
。

■
申
し
込
み
方
法　
利
用
す
る
金
融
機
関

ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
郵
便
局
）の
窓
口

に
納
入
通
知
書
・
預
貯
金
通
帳
・
通
帳
印

を
持
参
し
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
市
内
の
金
融
機
関
に
は
、
口
座
振
替
依

頼
書
を
備
え
付
け
て
い
ま
す
。
市
外
の
金

融
機
関
を
利
用
し
た
い
場
合
は
、
税
務
課

収
納
係
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
税
を
定
め
ら
れ
た
納
期
限
内
に
納

付
し
な
い
こ
と
を「
滞
納
」と
言
い
、
滞

納
に
な
る
と
督
促
や
催
告
に
よ
り
納
付

を
促
す
ほ
か
、
延
滞
金
が
発
⽣
し
ま
す
。

　

延
滞
金
は
、
地
方
税
法
で
定
め
ら
れ

る『
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
』

で
、令
和
２
年
中
は
、
年
率
８・９
％
（
納

期
限
の
翌
⽇
か
ら
１
カ
月
を
経
過
す
る

⽇
ま
で
は
２・
６
％
）で
、
納
期
限
の
翌

⽇
か
ら
納
付
す
る
⽇
ま
で
の
期
間
の
⽇

数
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
納
付
を
怠
る
と
延
滞
金
が
発
生

　
納
付
催
告
に
応
じ
ず
納
税
相
談
の
連
絡

も
な
い
場
合
は
、
納
付
し
て
い
る
⼈
と
の

　
公
平
性
を
保
つ
た
め
の
滞
納
処
分

公
平
性
を
保
ち
大
切
な
市
税
を
確
保
す
る

た
め
、
滞
納
し
て
い
る
⼈
の
資
産
や
収
入

の
調
査
を
行
い
財
産
を
差
し
押
さ
え
、
場

合
に
よ
っ
て
は
公
売
な
ど
に
よ
り
換
価

し
、
滞
納
し
て
い
る
税
金
に
充
て
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
市
に
は
裁
判
所
の
許
可
が

な
く
て
も
差
し
押
さ
え
を
行
う
権
限
が
与

え
ら
れ
て
い
て
、
事
前
連
絡
や
納
税
者
の

同
意
な
し
に
行
政
処
分
を
行
え
ま
す
。

　
滞
納
処
分
の
対
象
と
な
る
主
な
財
産
は
、

給
与
・
賞
与
、
預
貯
金
、
売
掛
金
、
⽣
命

保
険
、
動
産（
貴
金
属
・
自
動
車
な
ど
）、

不
動
産
な
ど
金
銭
的
価
値
が
あ
る
も
の
で
、

令
和
元
年
度
は
２
６
１
件
、
約
１
５
４
０
万

円
を
市
税
に
充
て
ま
し
た
。

　
納
付
困
難
な
場
合
は
ま
ず
相
談
を

　
病
気
や
失
業
、
⽣
活
が
苦
し
い
な
ど
、

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
納
期
限
内
に

納
付
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
相
談
く

だ
さ
い
。
完
納
に
向
け
た
納
付
計
画
な
ど

の
納
税
相
談
を
行
い
ま
す
。

　新型コロナウイルスの影響で事業などに係る収
入に相当の減少があった人は、１年間市税の徴収
の猶予を受けることができますので、事前に税務
課収納係に電話をし、相談してください。なお、
本特例の実施については、関係法案が国会で成立
することなどが前提です。
■対象者　❶と❷を全て満たす納税者・特別徴収
義務者
❶新型コロナウイルスの影響で、２月以降の任意
の期間（１カ月以上）において、事業などに係る収
入が前年同期に比べて概ね２０％以上減少
❷一時に納付し、または納入することが困難
■対象となる市税　納期限が令和２年２月１日か
ら３年１月 ３1 日までの市県民税、国民健康保険
税、固定資産税など
■申請方法
▶関係法令の施行から２カ月後、または、納期限
のいずれか遅い日までに申請
▶申請書と、収入などの状況が分かる資料を提出
（資料の提出が難しい場合は口頭も可能）

新型コロナウイルスの影響で納税
困難な⼈へ特例制度を案内します
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